
 

東海旅客鉄道株式会社ＩＣカード乗車券運送約款の一部改正（ＴＯＩＣＡ定期券の発売条件の変更等に伴う改正） 

現行 改正 

（前略） 

（ＴＯＩＣＡ定期券の発売） 

第 32 条 ＴＯＩＣＡ定期券の購入の申し出があったときは、次の各号のいずれ

かに定める定期乗車券を発売します。 

(1) 旅客規則第 35条に定める通勤定期乗車券 

（中略） 

９ 第１項の定めにかかわらず、身体障害者規則及び知的障害者規則による割引

の定期乗車券を搭載したＴＯＩＣＡ定期券のうち、米原駅を発駅又は着駅とす

るものは、発売しません。 

10 第１項から第３項の規定にかかわらず、別に運送条件を定めたＴＯＩＣＡ定

期券を発売することがあります。 

（中略） 

（ＴＯＩＣＡ乗車券以外のＩＣカード乗車券による乗車等の取扱方） 

第 46 条 ＴＯＩＣＡ乗車券以外のＩＣカード乗車券のうち、次の各号に掲げる

ものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。 

(1) 北海道旅客鉄道株式会社が発行したＫｉｔａｃａ乗車券及びＫｉｔａｃ

ａ定期乗車券 

（中略） 

６ 第３項の規定にかかわらず、第１項第２号及び第３号に規定するＩＣカード

乗車券のうち携帯電話機等を媒体としたものについては、第８条第３項、同条

第４項、第 15条及び第 17条の規定は準用しません。 

７ 第３項の規定にかかわらず、第１項第２号に規定するＰＡＳＭＯ ＰＡＳＳ

ＰＯＲＴ及び第１項第３号に規定するＷｅｌｃｏｍｅ Ｓｕｉｃａ乗車券（以

下「訪日外国人旅行者等向けＩＣカード乗車券」といいます。）については、

第 21条第１項、第 22条第３号及び第 23条第２項の規定は準用せず、以下の

とおり取り扱うこととします。 

(1) 別に定める場合を除き、訪日外国人旅行者等向けＩＣカード乗車券を利用

する際は、利用者は有効期間や旅客の区分（大人又は小児）等のカード情報

を記した帳票（以下「レファレンスペーパー」といいます。）を携帯し、係員

（前略） 

（ＴＯＩＣＡ定期券の発売） 

第 32 条 ＴＯＩＣＡ定期券の購入の申し出があったときは、次の各号のいずれ

かに定める定期乗車券を発売します。 

(1) 旅客規則第 35条に定める通勤定期乗車券 

（中略） 

（削る） 

 

 

９ 第１項から第３項の規定にかかわらず、別に運送条件を定めたＴＯＩＣＡ定

期券を発売することがあります。 

（中略） 

（ＴＯＩＣＡ乗車券以外のＩＣカード乗車券による乗車等の取扱方） 

第 46 条 ＴＯＩＣＡ乗車券以外のＩＣカード乗車券のうち、次の各号に掲げる

ものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。 

(1) 北海道旅客鉄道株式会社が発行したＫｉｔａｃａ乗車券及びＫｉｔａｃ

ａ定期乗車券 

（中略） 

６ 第３項の規定にかかわらず、第１項第２号、第３号及び第９号に規定するＩ

Ｃカード乗車券のうち携帯電話機等を媒体としたものについては、第８条第３

項、同条第４項、第 15条及び第 17条の規定は準用しません。 

７ 第３項の規定にかかわらず、第１項第２号に規定するＰＡＳＭＯ ＰＡＳＳ

ＰＯＲＴ及び第１項第３号に規定するＷｅｌｃｏｍｅ Ｓｕｉｃａ乗車券（以

下「訪日外国人旅行者等向けＩＣカード乗車券」といいます。）については、

第 21条第１項、第 22条第３号及び第 23条第２項の規定は準用せず、以下の

とおり取り扱うこととします。 

(1) 別に定める場合を除き、訪日外国人旅行者等向けＩＣカード乗車券を利用

する際は、利用者は有効期間や旅客の区分（大人又は小児）等のカード情報

を記した帳票（以下「レファレンスペーパー」といいます。）を携帯し、係員



 

現行 改正 

の請求があったときは提示しなければならないものとします。 

(2) 小児用の訪日外国人旅行者等向けＩＣカード乗車券を利用する際は、前号で

定めるレファレンスペーパーに加えて、利用者が小児であることを確認できるパ

スポート等の公的証明書を携帯し、係員の請求があったときは提示しなければな

らないものとします。 

 

 

 

 

（以下略） 

の請求があったときは提示しなければならないものとします。 

(2) 小児用の訪日外国人旅行者等向けＩＣカード乗車券を利用する際は、前号で

定めるレファレンスペーパーに加えて、利用者が小児であることを確認できる

パスポート等の公的証明書を携帯し、係員の請求があったときは提示しなけれ

ばならないものとします。 

８ 第２項の規定にかかわらず、第１項第２号、第３号及び第５号に規定するＩ

Ｃカード乗車券のうち、他社線において使用資格者を限定して普通旅客運賃に

割引を適用するＩＣカード乗車券については、第 35 条の２の規定を準用する

ものとします。 

（以下略） 

附則 

この通達は、令和５年３月 18日から施行する。ただし、第 46条第６項に係る改正については令和５年３月 22日から、第 32条に係る改正については令和

５年４月１日からそれぞれ施行する。 


